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論文 
アーカイブズ，アーカイブズ学とは何か 

岡崎 敦†    
<抄録>  

情報化の進展と国際化の拡大・深化のなかで，200 年以上の歴史を誇るアーカイブズ学もまた変容を遂げてき

た．ここでは，アーカイブズ，アーカイブズ学の現代的意義を再検証するため，その過去と現在をあらためて概

観する．まずアーカイブズ，およびその管理についての基礎と現状を整理し，ついでフランスを例にとりながら，

アーカイブズ管理の具体相を紹介する．最後に，情報管理のあり方自体が流動化する現在，どのような課題に直

面しているのかについて論じる． 
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 アーカイブズ，アーカイブズ学は，西洋においては，

すでに 200 年以上の歴史を誇る確立した制度，学問的

分野を意味している．日本でも，2011 年 4 月の公文書

管理法の施行を一つのきっかけとしてアーカイブズに

対する関心が盛り上がってきたが，依然として多くの

誤解に取り巻かれているように思われる．たとえば，

アーカイブズを「古い」資料とみなす人たちが多くい

るが，本来アーカイブズ資料は時間には無関係であり，

歴史的には，むしろ古文書は排除すべきとの議論もあ

った．また，図書館，博物館との比較から，アーカイ

ブズを「文字」資料と同一視しているケースも少なく

ないが，アーカイブズは本来，あらゆる支持体を情報

の定着媒体としてきた．図版，地図，数字，モノ（度

量衡原基など）からなるアーカイブズ資料は数多い．

最後に，とりわけ情報学との関係から，アーカイブズ

学をコンテンツ重視と考えるなら，これは根本的な誤

解と言わねばならない．アーカイブズ管理の基本原則

は，個々の資料や情報の個別コンテンツには無関心だ

からである． 

しかしながら，情報化の進展と国際化の拡大・深化

のなかで，古典的なアーカイブズ，アーカイブズ学が

変容を遂げてきたこともまた事実である．九州大学で

は，平成 23 年 4 月，あらたな大学院修士課程としてラ

イブラリーサイエンス専攻を設置したが，そこでは，

多様な知と情報の管理全般のなかに，アーカイブズ，

アーカイブズ学が統合される方向が展望されている． 

ここでは，アーカイブズ，アーカイブズ学の現代的

意義を再検証するため，その過去と現在をあらためて

概観したい．このため，まずアーカイブズ，およびそ

の管理についての基礎と現状を整理し，ついで世界最

初の国家的文書館，アーカイブズ立法，アーキビスト

専門養成機関を生み出したフランスを例にとりながら，

アーカイブズ管理の具体相を紹介する．最後に，情報

管理のあり方自体が流動化する現在，どのような課題

に直面しているのかについていくつか触れたい． 

言うまでもなく，我が国においてもすでに，多くの

アーカイブズ，アーカイブズ学の概論，教科書が出版

されているが，アーカイブズ，アーカイブズ学の基本

的特徴を，19 世紀からの歴史状況や情報社会の現状と

の関連で簡潔に見晴らすことは，なんらかの意味があ

るのではないかと思われた． 

なお，本稿では，筆者がなじんできたフランス学界

の理念，用語法を受け継ぎ，現用から非現用にいたる

すべての資料を「アーカイブズ」として一括して論じ

る．特にこの両者を区別する必要がある場合には，前

者についてレコード，現用文書，後者について非現用

文書と表現する． 

 

1. アーカイブズとはなにか 
1948 年に創設された国際文書館評議会  Comité 

international des Archives 監修のもと，1988 年に第 2 版

が刊行されたアーカイブズ学の語彙集によれば，アー

カイブズは以下のように定義されている1． 
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 (1)ある法人あるいは個人が，その活動の過程で作

成，受領し，さらに組織固有の必要のために，それを

形成させる主体あるいは後継者によって保管されるか，

あるいはアーカイブズ上の価値のゆえに，適正な資料

保管組織に移管される資料の総体で，日付，形態，物

的支持体の如何を問わない． 

 (2)アーカイブズ資料の処理，目録化，保存，公開

のための専門機関． 

 (3)アーカイブズを保存，公開するための建物． 

 

この定義にコメントを加えるなら，重要な点は以下

のとおりである．第一に，アーカイブズは，個人であ

れ法人であれ，その業務の過程，あるいは結果として，

「自動的，有機的に」形成され，保管される記録であ

り，偶然や人間の恣意による収集物 collection と対立

する概念である．法関係の維持，業務のチェックと説

明責任を果たすための証拠資料であり，本来的に社会

や組織の秩序維持，内部統制の手段ということになる．

第二に，アーカイブズ資料は必ず，業務や法関係管理

を反映する「かたまり」として蓄積され，個々の資料

の価値は，その存在と機能のコンテクストとプロセス

によって判定される（コンテンツのもっともらしさで

はなく）．第三に，アーカイブズ資料は，特定組織や社

会で承認されたなんらかの拘束力，挙証能力，法的性

格を有し，裁判等において有力な証拠として採用され

るべき価値を持つ．このような価値を有するかけがい

のない状態をオリジナルと称し，単なる複製と厳しく

区別される． 

具体的には，財産・権利証書，証拠書類等など，法

権利関係整序の根拠資料に加えて，実務の記録と参照

のために生産，伝来されるいわゆる行政内部資料が，

主として念頭に置かれる．近代的アーカイブズは，フ

ランス革命のさなかに市民に対する国家の情報公開，

法権利維持サービス機関として設立された「公」文書

館であったが，20 世紀に入り，公証人文書や民間企業

をはじめとする「私的」領域の実務文書をも，その公

共的（あるいは国民的）性格のゆえに，広範に保護，

吸収するに至っている． 

他方，アーカイブズにとって，親組織との関係が本

質的な重要性を持つ．組織に関係する資料だけが自動

的に移管されるのが本来的な意味でのアーカイブズで

あり，1794 年にフランスで制定された世界最古のアー

カイブズ立法においては，旧体制下の古文書は，廃棄，

あるいは図書館・博物館行きが規定されていたほどで

ある．現在でも，親組織以外の収集物の受け入れは「非

正規の extraordinare ルート」と表現される．この際注

意すべきは，上記の定義にもあるように，アーカイブ

ズ資料は必ずしも文書記録管理の専門機関に移管され

るとは限らないことである．原局自身，さらには文書

記録管理を専門とはしない機関で管理されていても，

それはアーカイブズなのであり，歴史上，あるいは現

在においても，アーカイブズのむしろ多くは，独立し

た文書館で管理されて「いない」とすら考えられる．

後者の形成自体がアーカイブズ史研究の特別な研究対

象となっているのである． 

最後に，アーカイブズ資料は，支持体の別なく，し

ばしば定型化された文言，数字，図像，情報など多様

な表現形式による情報の羅列として表現され，関係者，

当事者以外には正確な意味が理解できないナマ情報体

である（暗号電報などその典型と言えよう）．図書館や

博物館が基本的には素人のための啓蒙機関であるのに

対して，文書館は相当程度の知識と素養がなければ利

用が困難であるのもこの意味で当然である．また，上

述のように，アーカイブズ資料の価値は，しばしばそ

の内容というよりも，それがどのような取り扱いを受

けたかに依存する．ある決定に関する文書の資料的価

値は，その最終的な文言ばかりではなく（これらは，

ほとんどの場合一般に公開されているので，わざわざ

調査する人は少ない），むしろそこに価値を付与する社

会や組織のあり方，手続きに依存し，逆に，当該業務

の適正なチェックは，組織，業務上のコンテクストの

なかで有機的に生産，蓄積されるアーカイブズが保証

する．アーキビストに要求される能力とは，個々の資

料の内容に関する専門知識であるよりもむしろ，当該

社会や組織の構成と機能についての認識である，と言

われるのもそのためである． 

 

2. アーカイブズ資料の管理 
アーカイブズ資料の近代的管理は，大きく以下の２

つの場に分けて考えられてきた．一つは，組織や，そ

こで生み出された資料の存在と結びついた情報の管理

であり，いま一つは，生成と利用のコンクストから切

り離された場における資料管理の自律化である．過去

現在を通じて，およそなんらかの業務を記録によって

制御しているならば，そこにアーカイブズ資料の管理

があると言えるが，ここで問題となるのは，18 世紀末

に始まる西欧型の近代的文書館制度の歴史的，および

現代的意義である． 

ところで，具体的になにがどのように管理されるの

であろうか．アーカイブズ管理の目的が，個人や組織

の存立，諸権利，正常な運営や機能等を証明する資料

を管理することで，内部統制と外部への情報公開に役

立てることにあるからには，適正な手続きで法的な価

値を付与された文書記録のみが問題であり，これをオ

リジナルと称して特別視してきた．また，アーカイブ

ズ管理とはなによりメタ情報付与からなる目録作成で
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あったからには，情報管理それ自体の次元が特別な重

要性をもって浮かび上がる．事実，情報管理機関が管

理する情報の非常に多くの部分は，古典的には目録，

近年ではデータベースなどのような，みずからが生み

出したメタ情報が占めているのである． 

他方，資料が業務の現場で生まれ，最後は廃棄され

るか，あるいは独立した資料管理組織で保存されるに

至る過程は，しばしば人間の一生に例えられた（ライ

フサイクル）．19 世紀までの伝統的アーカイブズ学に

おいては，このすべてがアーカイブズとして把握され

ていた．ところが，とりわけ 20 世紀に入って焦眉の課

題との認識が高まったのは，資料の評価選別，すなわ

ち廃棄問題であった．第１次世界大戦の総括共同研究

の一環として生まれたジェンキンソンの著名なマニュ

アルが，戦時中の資料の膨大な増加を一つの焦点とし

ていたように，近代国家の組織・業務の肥大化は，か

つてのように「すべての資料を受け入れる」ことを不

可能としていたのである．経験的な対処としてイギリ

スで始まったのが，文書館への移管に先立って，当初

はロンドンの使用されなくなった地下鉄構内を利用し

て行われた，資料の事前選別であった（象徴的にも，

「リンボ」！とよばれた）．しかしながら，決定的であ

ったのは，20 世紀後半におけるアメリカでの動きであ

る．1956 年に刊行されたシェレンバーグのマニュアル

は，現用文書と非現用文書を明確に区別し，アーカイ

ブズ学の対象を後者のみに限定して，永久保管の非現

用文書＝アーカイブズを選別する崇高な使命こそアー

キビストが果たすべきであるとした．他方，これと対

応するように，業務の現場における合理的な現用文書

管理は，レコードマネジメントとして別領域を切り開

くことになった．1955 年の「アメリカ・レコードマネ

ージャーおよび行政官協会  ARMA (Association of 

Records Managers & Administrators)」の設立は，その動

きに対応するものであった． 

 

しかしながら，20 世紀末における情報化の飛躍的発

展と，アーカイブズに対する社会のまなざしの変容は，

アーカイブズ学のあり方自体に大きな変化を要求して

いる． 

第一は，国際連携と標準化の動きの高まりである．

国際文書館評議会は，1988 年から，アーカイブズ資料

記述の国際標準化を目指して努力を続けていたが，

1994年に初版，2000年に改訂第2版が公表されたのが，

「アーカイブズ記述の国際的一般標準  ISAD(G): 

General International Standard for Archival Description」で

ある．ISAD(G)は，群としてアーカイブズ資料を把握

した上で，これをフォンド，シリーズ，ファイル，ア

イテムという階層構造のなかで位置づける，マルチレ

ヴェルのメタ情報記述を旨としており，資料を生み出

した組織と業務の構造を保存するという，伝統的なア

ーカイブズ管理の方法論を踏襲している．ISAD(G)は

一般原則のみの提示であって，実装に際しては各機関

が独自のやり方で応用することを前提としているが，

参照コード，タイトル，作成者，年月日，記述単位の

量，記述レヴェルなど，データとシステムの共有とい

う原則は，他の資料類型にも適用可能である．他方，

ISAD(G)とはまったく無関係に，アメリカの技術者が

独自に開発を始めたアーカイブズ資料情報の電子化規

格が「符号化アーカイブズ記述  Encoded Archival 

Description」である．目録であると同時に検索手段で

もある EAD は，テキストファイル形式によるタグづ

けなど，柔軟で汎用性が高いと評価されており，

ISAD(G)はもちろん，アーカイブズ以外の資料類型に

も適用の可能性が開かれている．最後に，2001 年に制

定されたレコードマネジメントについての国際標準で

ある ISO 15489 は，2005 年には JIS X 0902-1「情報及

びドキュメンテーション －記録管理－」としても定め

られた．この ISO ガイドラインにおける必要要件とし

て，真正性，信頼性，完全性，利用可能性の４点が提

示されているが，これはアーカイブズ資料全般に適用

せねばならない伝統的な基本的特徴そのままであるこ

とは言をまたない． 

ところで，この ISO 15489 のモデルとなったのが，

オーストラリアのレコードマネジメント標準 AS 

5090 であった．オーストラリアの文書館では，「レコ

ードキーピングシステムの設計と運用 Designing and 

Implementing Recordkeeping Systems (DIRKS)」として実

装整備が進むなど，理論，実務の双方で注目を集めて

いる．オーストラリア方式については，すでにいくつ

もの紹介が行われているが，重要なのは，これを理論

的に準備したのが，レコード・コンティニュアムと呼

ばれる理論であることである． 

レコード・コンティニュアムとは，オーストラリア

学界で 1980 年ごろから研究が積み重ねられてきた資

料情報管理に関する理論である．ここでは，この理論

の最近のもっとも重要な論者の一人であるアップワー

ドの議論を，1996 年の代表的論文をもとに紹介する． 

アップワードが，この論文で初めて提示したモデル

図は，中心から外へ広がる４つの次元と，これを縦横

に区切る４つの軸を持つ円形からなる． 

次元 dimension は，中心から外部へ向かって順に，

第１の「発生 create 」，第２の「補足 capture」，第３

の「組織化 organize 」，第４の「多元化 pluralise」と

広がる．軸 axis は，横軸について，右には「行為 

Transactional Axis」，左には「主体軸 Identity Axis」，縦

軸は，上に「証拠軸 Evidential Axis」，下に「記録保存
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軸 Recordkeeping Axis」が表現される．この両者を組

み合わせると，以下のとおりとなる． 

 

 

図 1 UPWARD [31] 

 

「発生」次元：「行為 Acts」，「行為者 actor」，「表現形

跡 Representational Trace」，「資料 Document」 

「補足」次元：「活動 Activities」，「組織単位 Unit」，「証

拠性 Evidence」，「レコード Records」 

「組織化」次元：「機能 Functions」，「組織 Organisation」，

「組織記憶  Organisational Memory」，「アーカイブ 

Archive」 

「多元化」次元：「目的 Purposes」，「制度 Institution」

「集合記憶  Collective Memory」，「アーカイブズ 

Archives」 

 

「行為軸」：「行為」，「活動」，「機能」，「目的」 

「主体軸」：「行為者」，「組織単位」，「組織」，「制度」 

「証拠軸」：「表現形跡」，「証拠性」，「組織・個人記録」，

「集合記憶」 

「記録保存軸」：「資料」，「レコード」，「アーカイブ」，

「アーカイブズ」 

 

レコード・コンティニュアム理論の最大の特徴は，

20 世紀後半のアメリカで提唱され，国際標準化してい

た現用文書（レコード）と非現用文書（アーカイブズ）

の対立モデルを否定して，資料の原局における生成か

ら，組織を離れた公共空間で新たな歴史的価値を持つ

までのすべてを，一つの過程として統合的に理解し，

これに対応する管理を提唱することにある．この背景

には，ボーンデジタル資料の一般化による，資料保管

の物理的環境の根本的な変化（「ポスト保管」と呼ばれ

る）があるのはもちろんだが，さらに重要なのは，構

造が行為との関係で相互依存的に成立すると考えると

ともに，行為主体の主観的意味を解釈学的に取り込む

ギデンズ社会学の直接の影響である． 

レコード・コンティニュアム理論においては，ある

資料は，段階をおってレコードからアーカイブズへ変

容するのではなく，そこに関係する主体や行為，観点

などに応じて，その都度異なった相貌を表すものとし

て観念される．このモデル図は，資料の表現というよ

りもむしろ，資料に関係するコンテクストとプロセス

のあり方を，その構成要素の組み合わせとして提示し

たと考えるべきであろう．この理論は，それ自体とし

て，構築主義的な意味連環読解の理論としても興味深

いが，現代アーカイブズ学そのものとして，大きな射

程の広がりを示している．その特徴については，以下

の諸点を指摘できよう． 

第一に，この理論が把握しようとしているのは，い

わば行為と構造の全体なのであって，資料はその他の

要素とともにその一部を構成するに過ぎない．「管理」

すべきはコンテクストやプロセスそれ自体となれば，

極端な場合，資料の作成や保存の必要すらない業務管

理も展望できる．あるいは，物理的環境に限定されな

い，情報処理の無限の可能性を開く可能性がある．第

二に，資料とそれをとりまく行為や構造は相互依存の

関係にあるという理解からは，実務的な業務資料と「歴

史的に価値ある文化財」との区別は，原理的に導きだ

され得ない．「歴史的価値による評価選別」は，「歴史

学的には」あらゆる面から正当化できないが2，レコー

ド・コンティニュアム理論にとっても同様であろう．

第三に，この理論は，実務資料だけに対象が限定され

る必然性がない．「証拠性」軸は，一見アーカイブズ資

料に特有のように見えるが，社会的に編成されるあら

ゆる社会的テクストは，なんらかの規範性を有するか

らには，この理論は，基本的に，あらゆる行為や主体，

構造にあまねく適用可能と考えられる．当然ながら，

いわゆる図書館や博物館資料に対しても同様であり，

私的な趣味や公的な業務の別なく，統合的に情報処理

する可能性が開かれている． 

 

このような動きの背景にあるのは，ボーンデジタル

資料の一般化に象徴される情報化の発展と，資料管理

の意義自体の見直しである． 

第一に，情報化の進展は，フォンドをはじめとする

伝統的な資料群把握についての観念を動揺させるとと

もに，資料管理や記述を進化させている．かつては，

移管された資料のかたまりの静態的な構造分析が目録

作成作業と事実上同義であり，そこでは，資料（群）

の記述は資料自体の性格に強く規定されていた．しか

しながら，国際標準化の志向が高まるにつれて，「記述」

のあり方の抽象化が要請されたのである．ISAD(G)に

おいても，必須の３要素として意識されたのは，（文書

館への）資料の移管者，資料群の性格記述，そして索
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引であり，移管者（機関）表現の国際標準は，ISSAR 

(CPF)として，ISAD(G)と同時に制定されている．資料

群の性格記述については，目的として，資料単位の同

定，コンテクストへの位置づけ，物的性格提示，アク

セス条件，補足情報が掲げられた上で，アーカイブズ

学的な分析が施される．つまり，資料の内容と形式の

双方を記述すること，そして資料管理と利用の双方の

ために資料についてのメタ情報を集約し記述すること

である．とりわけ，記述の電子化が同時に索引手段の

形成と連動しているため，記述の用語と形式の標準化

が不可欠と認識されている訳である．しかしながら，

問題はここにはとどまらないように見える． 

20 世紀に入って大量に生み出されたコピーは，「管

理すべき資料とはなにか」をめぐる問題を突きつけて

きたが，資料のボーンデジタル化は，この問題につい

ての根本的な再考を要求している．当初問われたのは，

紙媒体における署名や捺印にあたる行為を，電子業務

のなかでどのようにシステム化するかであったが，こ

の先には，資料を証拠として業務や法関係を整序する，

というあり方自体への省察が必要となろう．本来は長

い連続した過程であるはずの業務や契約行為などを，

ある特定の時点の特定の行為のみを特権化することで，

その効力を保証しようとしてきたのは，静態的なメデ

ィアとしての紙の特殊性にあったと考えるなら，しご

とや折衝といった行為や活動のデジタル化は，このよ

うな固定観念を乗り越える条件を提示しているとも考

えられる．たとえば，読書行為において，紙とデジタ

ル媒体との決定的な相違は，後者が，読書の過程で，

異なる情報との間に主体的な連携を次々に打ち立て，

新たなテクストを編むことを許す，つまり，固定的な

作品の受動的な受容という古い読書行為を根本的に刷

新する可能性を潜在的に持っているからである．同様

に，もはや資料ではなく，行為のコンテクストや業務

のプロセスそれ自体を管理すれば，「資料」を特権視す

る必要はなくなるとも考えられるのである． 

第三に，資料のボーンデジタル化は，従来，物理的

な支持体が，原局から文書館へ移管されるイメージで

とらえられていたライフサイクル論を破棄するものと

考えられる．レコード・コンティニュアム理論に見ら

れるように，組織と業務の全コンテクストとプロセス

のみならず，組織外の歴史的価値に至るまでを念頭に

おいた管理が，業務の現場での資料の生成段階から始

まるならば，極端に言えば，従来型の文書館やアーキ

ビストの役割は終焉を迎える可能性もある．「ポスト保

管」問題は，資料のみならず，業務や法関係の管理を

「誰がどのような責任のもとに」担うのか，という問

題を突きつけているのである．また，資料のメタ情報

が，生成から廃棄あるいは永久保存までのあらゆる情

報を包含することができるなら（たとえばタグのよう

に），「原」，「諸」秩序なるものを，固定的にではなく，

いわば流動的なプロセスの一断面として，その都度ヴ

ァーチャルに復元する可能性すら開ける． 

最後に，資料情報管理の前提となる社会と組織の変

容という問題群がある．本来は，文書館へ資料を移管

する組織＝業務の原局を表現していたはずのフォンド，

その内部でのルーティン業務の枠組みを表していたシ

リーズ等の概念は，組織の廃止，改組，業務の複雑化

などのため，実態からの遊離が進行している．情報検

索手段の進化により，複数のデータベース間での情報

検索やソートが可能となると，フォンドやシリーズは，

資料の現実を反映するものではなく，人為的な構築物

という意味合いがますます強まるものと考えられる． 

 

3. フランスにおけるアーカイブズ管理 
世界初の近代的文書館制度を成立させたフランスは，

その生みと成長の混乱を示す実例でもある． 

革命のさなかに生まれたフランス国立文書館は，議

会アーカイブズから出発し，市民への情報提供サービ

ス機関として整備された．1789 年 7 月 29 日，誕生し

たばかりに国民議会は，ヴェルサイユの議場にアーカ

イブズを設置し，議会のパリ移転後の 1790 年 9 月 12

日には，中央文書館と県文書館からなる「国立文書館」

が国家的組織として設立された．そこでは，法律原本，

外交文書原本，議会や委員会議事録，土地台帳原本，

度量衡原基，はてはアシニャ紙幣発行の帳簿など，国

家と市民生活に関わる根本資料が管理されるともに，

これを公開する役割を負っていた．旧体制下の秘密主

義に対する市民のための文書公開の原則であるが，他

方では，旧体制の象徴として文書の破壊が積極的に進

められた．1794 年立法の第９条は純粋に封建的な諸権

利他の資料，すなわち不要となった資料の体系的な廃

棄を命じており，事実その後の数年を通じて，膨大な

数の文書類が破壊された．資料の廃棄と情報公開の具

体的手続きを規定していた 1794 年立法の精神が，その

後どのように変質していったかについては，今後より

深い研究が必要であるが，今日の文書館のイメージで

ある，もっぱら歴史研究の素材提供の場となったのは，

歴史の時代と呼ばれた 19 世紀を通じてであることを

あらためて認識せねばならない． 

1804 年，ナポレオンによって館長に任命されたドヌ

ーのもと，歴史文書を含む，50 年以上経過したすべて

の文書を納める制度として再編設置された帝国文書館

は，1808 年，方法論的な大分類（立法，行政，歴史，

地理，財産，司法）と，その下位区分としての識別記

号としてセリー（＝シリーズ）を導入した．フランス

では結果として，このセリーの下に，「文書館へアーカ
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イブズを生み出す組織」に対応するフォン（＝フォン

ド）が置かれる構成が，現在までしかれている．フォ

ンの下にあるのは，多くのアイテムを束ねる資料の束

であるが，これらが直接物品管理や公開の単位となっ

ているわけではない．冊子，および多くの場合，複数

のファイルを収納した箱 carton が，管理と閲覧請求の

単位 cote として機能している．この管理体制は文書

館運営の良好な機能を保証してきたと考えられている．

文書館書庫には同一サイズの箱が整然と並び，これら

はアルファベットと数字で一元的に管理されていくこ

とになる（結果的に，20 世紀末の管理情報の電子化に

も極めて適合的であった）． 

フランスにおけるアーカイブズ資料管理の基本原則

は，1841 年 4 月 24 日の「県および市文書館の整理と

分類に関する訓令」に現れた「フォンの維持原則」で

ある．18 世紀の博物学にもとづくそれまでの分類から

決別したもので，18 世紀末から 19 世紀にかけて，フ

ランス外においても試行が繰り返されていた理論であ

る．個別資料のフォンへの帰属とその中での位置関係

は，フォン自体の有機的な性格に基づくという理解に

よる．世界各地での解釈や適用は実はさまざまなであ

るが，フランスは，この点ではミニマリスト，つまり

資料の来歴のみを重視する立場をとっており，マクシ

マリスト，すなわち，「原」秩序の人為的な復元も辞さ

ない立場とは一線を画している． 

フォンは，大きく二種類，すなわち，古文書などの

「閉じたフォン」と，移管され続ける「開いたフォン」

に分けられる．後者は，特定組織の特定業務資料が，

異なる時点で移管されるがゆえに，受入側でのなんら

かの整理がその都度必須となるが，20 世紀以降の資料

の爆発的増加が，この種の努力を物理的に困難として

いた．1940 年，県文書館はこれを事実上放棄し，W と

いう新分類のもとに，基本的には文書館への時間的移

管順という時系列での受入を導入した．1979 年 12 月

31 日の通達は，移管順の一連番号付けを公式に承認し，

この段階での処理番号（移管伝票）秩序が文書館書庫

内で維持されることとなった．結果的に，20 世紀末の

情報化の発展が，この物理的保管と情報管理の分離を

正当化することになる． 

 

アーカイブズ管理の本質は「記述」とされる．かつ

ては「目録作成」と呼ばれたこの作業は，対象となる

組織や物件，コンテクストの多様性にも関わらず，な

んらかの統一性ある情報管理を保証し，適切な利用を

うながすための基礎となる．資料の性格を記述するも

っとも重要な目標は，資料単位の同定，コンテクスト

への位置づけ，物的性格の提示，アクセス条件提示，

関連の補足情報提示である．資料の内容とともに形式

を記述しながら，物品管理と利用の双方を満たす記述

が求められる．具体的には，一方には，基本台帳，移

管伝票，点検調書などの管理系目録が，他方には，資

料群の構造を明らかにし，利用者のガイドとなる複数

の目録が，伝統的には必要とされていた． 

利用者のための目録では，組織や業務との関係に対

応するマルチレヴェルのメタ情報が記述されるが，伝

統的には，この作業は複数の目録の階層別作成と，利

用における使い分けを基盤としていた．たとえば，当

該文書館が所蔵する資料を全般的に記述する文書館ガ

イド，生み出した伝来元のリストである「フォン総覧」

およびその簡略版，移管伝票の一覧などが，まず利用

者が最初に手にする目録である．さらに調査が進むと，

資料群の構造と所蔵資料のいくつかの要約を含む目録

がある．ここで初めて，資料請求の単位に利用者は出

合うことになる．運が良ければ，さらに細かな目録が

用意されている．請求単位ごとに，収納資料の年代の

上限や下限，簡単な名称，さらに主な資料の解説など

が付される．しかしながら，個々の資料すべてについ

て記述した完璧な目録に出合うことは稀であり，アー

カイブズ管理は通常アイテム・レヴェルには及ばない

とされる．最後は索引である． 

以上のような状況は，情報化の発展とともに，一変

しつつある．プロセスとコンテクストのメタ情報管理

という基本は変わらないが，その取り扱いが根本的に

変容しつつあるのである．たとえば，移管伝票がある

程度のアーカイブズ上の記述を含んでいれば，この電

子化されたデータは，物品管理と同時に，利用者のた

めの目録情報としても機能する．さらに，資料群，ひ

いては「文書館へ資料を生み出す」原局での業務のあ

りようを，電子的な検索という手段により復元するこ

とも可能となろう． 

 

フランスの文書館制度は，アーキビスト養成と手に

手を携えて発展してきた．1821 年，グランド・ゼコー

ルの一つとして国立文書学校  Ecole nationale de 

Chartes が設置され，その卒業生（シャルティスト）が

19 世紀半ば以降，フランスの公文書館司書のポストを

独占していく．他方，中央文書館は，19 世紀を通じて，

内務省，商業・公共事業省，国務省を経て，県文書館

は内務省を経て，最終的にはともに公教育省，後には

文化省へと管轄が移った．重要なのは，これら国家的

文書館は，1897 年，アーカイブズ総局のもとに統合さ

れ，さらに 1945 年には独立の行政機関として位置づけ

られたことである．とりわけ，1936 年 7 月 10 日の政

令で，国家機関による文書記録の文書館への移管が義

務づけられるとともに，アーカイブズ総局の許可のな

い廃棄が禁じられたことは，フランスにおけるアーカ
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イブズ行政の特殊性を際立たせた． 

第二次大戦後も，国際文書館評議会設立におけるイ

ニシアティヴの発揮など，アーカイブズの世界におけ

るフランスの覇権は明らかなように見えていたが，そ

の背後で大きな空洞化が生じていたようにも見える．

革命以来，アーカイブズに関する法規制は，新たな立

法ではなく，常に政令や通達等のかたちをとっていた

が，フランスのアーキビストの世界を独占していたシ

ャルティストの結束力は強く，彼らが各省庁に出向し

ながら，政策立案から現場の実務までを仕切っていた

以上（アーカイブズ総局長トップの職も，彼らが事実

上独占していた），問題はなにもないように見えたので

あろう．結果から見ると，フランス・アーカイブズの

「立ち後れ」の原因の一つは，シャルティストの大半

が前近代史，とりわけ中世史の専門家であったという

事実に求めざるをえないのかもしれない． 

20 世紀末に至って，英米ですでに進行していた社会

の変容と情報化の発展が，フランスに押し寄せたとき，

事態は思わぬ方向に一挙に動いた．1970 年代から続け

られていたアーカイブズ行政刷新の努力は，1979 年 1

月 3 日の立法へと結実したが，本来情報公開や情報技

術の動きにも対応した野心的な取り組みであったにも

関わらず，その後の動きは思いもかけないものであっ

た．同時期異なるコンテクストで進行していた一連の

動向，すなわち，一方では地方分権や文化財政策，他

方では時々の政権の意向や省庁間の権力バランスなど，

アーカイブズ外的理由により，栄光あるフランス・ア

ーカイブズ総局の自立性が剥奪されるに至ったのであ

る．シャルティストは，アーカイブズ総局長の栄えあ

るポストを，すでに 1998 年に奪われていたが，2008

年 7 月 15 日に新たに制定された文化財立法は，1979

年のアーカイブズ立法をその中に取り込む一方，2010

年 1 月には，文化省傘下の自立した４つの外局として，

文化財総局が位置づけられたあおりをくって，アーカ

イブズ総局は，その内部組織である省庁間アーカイブ

ズ・サービス部門 service interministériel des Archives de 

France に格下げとなってしまったのである．アーキビ

スト養成に関しても，1990 年代以降の度重なる改革に

よって，国立文化財機構や諸大学における教育が制度

化され，文書学校の独占態勢はすでに名実共に終焉を

迎えている． 

 

4. 課題と展望 
アーカイブズ学の現在について，最後に，３つの問

題について触れておきたい． 

第一は，MLK 連携に代表される他の情報管理分野と

の関係についてである．アーカイブズ，アーカイブズ

学への誤解に基づく混乱に加えて，これらの資料類型，

資料管理の間には，本来的な資料の性格（関係者向け

の業務資料か，啓蒙を目的とする一般的な作品か），管

理の視座（コンテクストとプロセスの管理か，全文検

索に代表されるコンテンツへの関心か），法的環境（組

織の業務管理の統制強化か，クリエイティヴ・コモン

ズに代表される法的規制緩和か）などの根本的な違い

がある．にもかかわらず，以下のような連携の可能性

があると思われる． 

まず指摘されるのは，ダブリン・コアに代表される，

資料についてのメタ情報管理の重要性の認識の共有で

ある．とりわけ，文献著作や藝術作品に関しても，作

品に内在すると観念されるいわく言い難い価値ではな

く，より客観的なメタ情報の記述や，これまで付与さ

れてきた多様な言説とのクロスレフェランスなどは，

今後の情報サービスの根幹を構成するはずである．他

方で，現代社会が，もはや特定の著者をレッテルとす

る固定的な作品ではなく，流動化する情報一般への関

心を深めていることも重要である．ホームページはも

ちろん，投稿サイトから初音ミク現象を広く管理（＝

把握，理解すべき）対象とみなすとき，そこでは情報

の固定化された内容ではなく，複数のアクターが介在

する変容の過程自体が問題になっていると考えねばな

らない．実は，書誌学をはじめとする資料学，資料論

研究全般においては，すでに数十年前から，同様の問

題関心が広く受容されており，その背後にはポストモ

ダンの言説の影響も感じられる．以上の２点について

は，グーグルをはじめとする情報技術者集団が，古く

さい近代的な固定的作品観にとらわれていることもあ

り，まったく斬新な情報の管理と提供の可能性につい

て，学問領域からの貢献が期待されているといえる．

最後に，多様な業務が多様な立場の人間による協力関

係の下に遂行されているとき，アーカイブズ資料と図

書文献とを，そのテクスト内容の性格だけを基準に峻

別することも相対化されるであろう．一言で言えば，

他者が生産する情報や資料を，固定化されたものとし

て保存，提供するのではなく，知や情報の生成から再

編集，意味付けのすべてのプロセスに能動的に関与す

る，新たな情報管理のステージを切り開くことが求め

られている． 

第二は，そもそもなんのための資料管理か，という

問題がある．アーカイブズ資料について，今後ますま

す強まるのは，組織の内部統制との関わりであり，と

りわけグローバル・スタンダードに準拠した，コンプ

ライアンス，情報公開，個人情報保護等を整備するな

かで，アーカイブズ学の方法論は重要な支えとなるは

ずである．さらに，業務情報は，法関係を支え，チェ

クする証拠として機能するだけではなく，組織や個人

の戦略的運営のために積極的に活用されるべき貴重な
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資産とも位置づけられねばならない． 

他方で，レコード・コンティニュアムでいうところ

の「アーカイブズ」，つまり本来の役割とは異なった環

境での資料の存在価値について，今あらためて問われ

ているように思える．議論は尽くされていないとはい

え，西欧近代国民国家が生み出した近代的文書館が，

かなり早期に歴史研究の素材提供の場と化したことに

は，それなりの必然性があったと考えられる．言うま

でもなく，19 世紀は国民国家のアイデンティティ発見

と受容強制の過程であり，その重要な基盤として，国

民文学と歴史が想定された．しかしながら，この時期

にアカデミズムとして形成された歴史学は，科学的学

問を標榜しており，客観的な歴史の素材としてアーカ

イブズを特権視していたことが示すように，いわゆる

歴史像構築の歴史解釈と，「生の」かたちで資料が保存

される文書館とは，根本的に異なるものと理解されて

きたのである．2008 年に当時のフランス共和国大統領

サルコジが提案した「フランス歴史館」構想は，2010

年に至り，その立地候補地として，現代部門がパリ郊

外に移転した後の中央文書館（パリ市内マレ区）が挙

げられたことから，アカデミズムの歴史家たちからの

強い反対の非難を浴びるに至った．「フランス歴史館」

構想を支える「国史」意識と文書館とは根本的に対立

する，というのがその理由であるが，その前提には，

博物館の展示は，原理的に特定のイデオロギーの宣伝

に他ならないという認識がある．日本においては，ア

カデミズムの歴史解釈と実証主義との間に緊張関係が

なく，歴史博物館と文書館との原理的区別にそもそも

鈍感であるが，これを東洋＝アメリカ的ポストモダン

として称揚することにはためらいを覚える3． 

しかしながら，最後に特に指摘しておきたいのは，

必然的に世界の一体化が進む中での情報の適切な管理

と提供なるものの根拠である．アーカイブズ管理の発

展とは，西欧を見る限り，13 世紀頃から一貫して進行

する業務の合理化の過程とみなすことができる．すべ

ての情報を収集し，管理し，戦略的に活用し，従属下

の者たちを徴募し，命令を下しながら，臣民・国民す

べての「幸福」を保証する全体主義国家への道である．

この意味では，フランスに始まる近代的文書館もまた，

国家と国民を結ぶ機能を持つ「公」文書館として整備

されねばならなかった．20 世紀にはいり，フランスを

はじめとする各国の公文書館が，私人間や民間企業の

アーカイブズ資料の管理に乗り出し始めたが，この背

景にあったのも同様な動きであったと考えられる． 

しかしながら，20 世紀末以降の現在において，公私

の関係は再度不分明さを強めている．公的セクターの

民間委託が進行する一方で，「行き過ぎた市場経済」の

「公的制御」への期待は世界的に高い．また，官民双

方に対する情報公開への要求の高まりは，世界の一体

化とも関係して，公（官）私の別の曖昧化，あるいは

すべてが運命共同体化する動きの反映とも考えられる．

個人情報がメガ情報として否応なく処理される社会の

あり方について，一部で盛んに議論されているいわゆ

るアーキテクチャについても，全体主義管理社会のよ

り洗練された仕組み（人々の自律的な「決断」の権利

と義務をあらかじめ奪いながら、その仕掛人は不可視

の権力として一切の責任を負わない）に過ぎないとも

思われる．ともあれ，表面的には国家統制型権力が終

焉を迎え，国家や公共団体の役割が低下し，自己責任

やヴォランティアが要求される「新たな公共性」なる

ものの追求の時代において，アーカイブズ，とりわけ

公文書館はどのような位置づけにあるのだろうか．と

りわけ，財政難の中，効率的な公共サービスが追求さ

れる過程で，公的施設の業務の民間委託が進んでおり，

この先には，公行政からの切り捨てが待っているかも

しれない．現用文書の管理について，はじめて詳細に

規定した公文書管理法施行後，もっとも予想されるの

は，大義名分にもかかわらず利用者が少ない情報公開

制度の整備ではなく，歴史博物館や図書館との抱き合

わせという声があることも，抱える問題をめぐる認識

の違いと落差を感じさせる理由でもある． 

 

おわりに 

アーカイブズは，さまざまな権力が交差する場であ

る．近代的文書館制度は，民主主義と資本主義と国家

主義の奇妙な混交物として，正しく「公」文書館とし

て生成，発展するとともに，近代的アーカイブズ学を

育んできた．しかしながら，20 世紀末に至って，状況

は一変したように思える．アーカイブズ，アーカイブ

ズ学は，その時々の政治，経済，社会，文化状況と密

接な関係をたもって発展してきたがゆえに，その現状

と背景となる諸問題を検討することは，現代の情報管

理のあり方と，そのなかでのアーカイブズ管理の位置

を照射することにもつながると考えた．この目標がい

くらかなりとかなえられたなら，本稿の役目は果たさ

れたことになる． 
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1 WALNE, [35], no 36, p.22（フランス語版）. フランス現行法によ

る定義は，2008 年制定の文化財立法によるものである（1979 年のア

ーカイブズ立法を再録）．le livre II du Code du patrimoine (partie 
législative) : article L. 211-1 (modifié par la loi du 15 juillet 2008 relative 
aux archives): « Les archives sont l’ensemble des documents, quells que 
soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, 
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service 
ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité. » なお，英

米では，アーカイブズを non current record と呼び，レコードとアー

カイブズを区別するが，概念上の把握は基本的に同様である．たと

えば，アメリカ・アーキビスト協会 (The Society of American Archiists) 
がアーカイブズに与える定義は，以下のとおりである．«1. Materials 
created or received by a person, family, or organization, public or private, 
in the conduct of their affairs and preserved because of the enduring value 
contained in the information they contain or as evidence of the functions 
and responsibilities of their creator, especially those materials maintained 
using the principles of provenance, original order, and collective control; 
permanent records. – 2. The division within an organization responsible for 
maintaining the organization's records of enduring value. – 3. An 
organization that collects the records of individuals, families, or other 
organizations; a collecting archives. – 4. The professional discipline of 
administering such collections and organizations. – 5. The building (or 
portion thereof) housing archival collections. – 6. A published collection of 
scholarly papers, especially as a periodical.» 

2 ある史料の「史料的」価値は，それに対する問いかけの水準に

決まるのであり，資料に内在するのではない．事実，中世史をはじ

めとする前近代史研究においては，支持体の材質や書体，成分など

の外形的性格への関心が高く，いわゆるコンテンツのみに拘泥する

のは「学問の水準が低い」とみなされる．資料の廃棄は，考古学調

査での遺跡の破壊と同様，非学問的な「世間の論理」の問題にすぎ

ない． 
3 アメリカにおける近代アーカイブズ学の受容と発展には，そも

そも偏向や誤解が介在した可能性が取りざたされている．歴史のな

い国での過剰なまでの歴史崇敬や，ダッジ・マニュアルの誤訳など

がそうである．興味深いのは，このアメリカ・モデルがごく自然に

日本や東洋に導入されたことである．東洋の伝統こそ，国家編纂の

正史から，地方自治体の地方史，企業の社史，（学問の府であるはず

の）大学史を経て自分史に至る，強固な歴史編纂（構築）の持続で

あるように思える． 


